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平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

コ〕き一日

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務については別途通知)

及び秋田署

2 実施期間‘ 平成22年7月 22 日 ~7月 23 日

sakakibara
テキストボックス
別紙１及び別紙２（別添含む）は、全労働局共通のため、先頭の秋田労働局送付分のみ添付し、以下添付を省略しています。
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平成22年度 中央労災補償業務監察

第 1 監察の方針

中央労災補償業務監察は、都道府県労働局(以下「局」という。)及び管下労働基準

監督署(以下「署jという。)における労災補償業務の実態を確認し、不適正な事務処

理が認められた場合は、これを是正改善させることにより、業務の適正かっ円滑な

運営を図るべく実施するものであり、平成22年度は、以下の方針に基づき実施する

ものとする。

1 監察の視点

監察は、次の視点により実施するものとする。

(1) 局暑とも、 PDCAサイクyレを念頭に前年度の実績や監察結果等を検証し、効果

的かっ効率的な業務計画を策定して、業務を実施しているか。

(2) 各種業務が、局署連携の上、法令、通達、事務処理手引等(以下「本省指示Jと

いう 0)に基づき実施されているか。

(3) 労働基準部長の指揮の下、労災補償課長及び署長を始め各級管理者は、具体的

かっ適切な進行管理を行うなど、管理者として必要な指導力を発揮しているか。

2 監察項目の設定

監察項目は、全国的に課題となっている事項を中心に下記第2の1及び2のとお

りとする。

3 是正指示及び指導の方法

本省指示により事務処理方法が具体的に指示されている事項に違反する事務処理

を行っている場合及びその他の事項で直ちに改善を要すべき事態が認められる場合

は、文書により問題点を指摘した上で、是正改善の状況を文書により報告させる。

また、本省指示には明確に違反してはいないものの、他の局における事務処理方

法との聞の著しい事離、当該局の実情に対応していない低調な取組状況、非効率な

事務処理等が認められる場合には監察実施時又は後日に口頭で指導する。

第2 監察計画

1 重点監察項目

(1) 基本的な事務処理の状況

労災保険給付については、迅速・適正な処理が求められることから、請求(申

請)書を適正に保管・入力する基本的な事務処理と受付から支払までの組織的な

進行管理が適正に実施されているか確認する。

また、請求人への懇切・丁寧な対応を徹底しているか確認する。
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(2) 長期未決事案の発生防止及び早期解消の状況

長期未決事案の発生防止及び早期解消のために(局署が組織的に対応する規程

が整備され、その規程に則り事務処理が着実に実施されているか確認する。

(3) 費用徴収の適正な実施状況

会計検査院の平成20年度決算検査報告において、不当事項として掲記されたこ

とから、費用徴収事案について、局署が連携し、漏れなく適正に徴収決定が行わ

ーれているか確認する。

(4) 地方労災補償業務監察の状況

局が実施する監察については、 PDCAサイクノレを念頭に前年度の中央及び地方

監察結果を検証し、次年度の監察方針及び監察計画に反映させているか確認する。

また、監察方針及び監察計画に則り監察を適正に実施しているか、不適正事項

を的確に文書により指摘しているか、さらに、それらの事項の是正改善が確実に

行われているか確認する。

2 その他の監察項目

(1) 管内行政課題の把握及び業務実施計画(要領)の策定状況

ア 管内行政課題の把握及び取組状況

イ 平成22年度の業務実施計画の策定状況

(2) 労災保険給付等の迅速・適正処理状況

ア 石綿関連疾患事案の処理状況

.イ 第三者行為災害に係る事務処理状況

ワ 適正給付対策の推進状況

エ 労災診療費の適正処理状況

オ審査請求事件の処理状況

(3) 不正受給防止対策の実施状況

(4) 職員研修の実施状況

3 中央労災補償監察の時期

5 月下旬~10月下旬( 6月及び8月を除く。)

4 中央労災補償監察対象予定局署(別添のとおり)

労働局:25局

監督署:37署(労災補償業務及び適用徴収業務の監察を実施)

5 監察の実施に係る留意事項

監察の実施に係る留意事項については、監察実施局あて別途通知する。



別持氏 2

平成22年度 中央労働保険適用徴収業務監察

第 1 監察の方針

中央労働保険適用徴収業務監察は、都道府県労働局(以下「局Jという。)及び管下

労働基準監督署(以下「署」という。)における労働保険適用徴収業務の実態を確認し、

不適正な事務処理が認められた場合は、これを是正改善させるととにより、業務の

適正かっ円滑な運営を図るべく実施するものであり、平成22年度は、以下の方針に

基づき実施するものとする。

1 監察の視点

監察は、次の視点により実施するものとする。

(1) 局署ども、 PDCAサイクノレを念頭に前年度の実績や監察結果等を検証し、効呆

的かっ効率的な業務計画を策定して、業務を実施しているか。

(2) 各種業務が、局署連携の上、法令、通達、事務処理手引等(以下「本省指示」と

いう。)に基づき実施されているか。

(3) 総務(労働保険徴収)部長の指揮の下、労働保険適用徴収課室長及び署長を始め

各級管理者は、具体的かっ適切な進行管理を行うなど、管理者として必要な指導

力を発揮しているか。

2 監察項目の設定

監察項目は、全国的に課題となっている事項を中心に下記第2の1及び2のとお

りとする。

3 是正指示及び指導の方法

本省指示により事務処理方法が具体的に指示されている事項に違反する事務処理を

行っている場合及びその他の事項で直ちに改善を要すべき事態が認められる場合は、文

書により問題点を指摘した上で、文書による改善報告を求める。

また、本省指示には明確に違反してはいないものの、他の局における事務処理方法と

の聞の著しいヨ1補佐、当該局の実情に対応していない低調な取組状況、非効率な事務処

理等が認められる場合には監察実施時又は後日に口頭で指導する。

第2 監察計画

1 重点EE察項目

(1) 労働保険料の滞納整理の実施状況

労働保険の運営に当たっては、費用負担の公平性等の観点から、労働保険料等

の自主的な納付が求められるものであるが、保険料の収納率は年々低下傾向にあ

る。そのため、労働保険事務組合委託事業を含め、自主的な納付が行われない事

業主に対しては差押えの処分等滞納整理が、本省指示に基づき実施されているか
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確認する。

(2) 労働保険の未手続事業一掃対策の推進状況

労働保険の加入手続は、労働者を雇用するすべての事業主が自主的に行う必要

があり、局は積極的な手続指導を実施しているか、手続を行わない事業主に対し

て、関係部署との連携の下、選定基準を設定し対象を絞り込み、職権成立までの

手順を本省指示に基づき実施しているか確認する。

(3) 労働保険事務組合の育成・活用・監査指導の実施状況

労働保険事務組合については、安定的に健全な運営を継続するよう支援、指導して

いく必要があるため、局が労働保険事務組合の監査指導を計画的に実施し、不適正事

項を是正させるための措置を適切に行っているか確認する。

(4) 地方労働保険適用徴収業務監察の状況

局が実施する監察については、 PDCAサイクノレを念頭に前年度の中央及び地方

監察結果を検証し、次年度の監察方針及び監察計画に反映させているか確認する。

また、監察方針及び監察計画に則り監察を適正に実施しているか、不適正事項

を的確に文書により指摘しているか、さらに、それらの事項の是正改善が確実に

行われているか確認する。

2 その他の監察項目

(1) 管内行政課題の把握及び業務実施計商(要領)の策定状況

ア 管内行政課題の把握及び取組状況

イ 平成22年度の業務実施計画の策定状況

(2) 労働保険料等の適正徴収

ア 延滞金債権の適正管理

イ 労働保険料算定基礎調査の実施状況

ウ 年度更新の実施状況

エ 徴収事務に係る事務処理状況

(3) 職員研修の実施状況

3 中央監察の時期

5月下旬~10月下旬 (6月及び8月は除く。局は9月から実施。)

4 中央監察対象予定局署(別添のとおり)

労働局:26局

監督署:37署(適用徴収業務及び労災補償業務の監察を実施)

5 監察の実施に係る留意事項

監察の実施に係る留意事項については、監察実施局あて別途通知する。



別添

平成22年度 中央(労災補償・労働保険適用徴収)業務監察実施局署

局名 局 局
署名

労災補償 適用徴収

秋 田 O ! 雇用 。秋田

山 形 O i 雇用 。山形

'*茨 城 O 。水戸 。土浦

群 馬 × l 雇用

埼 玉 O 労災 1 。)11日 。春日部

'*千 葉 O 。千葉 。船橋

東 尽 O !雇用 。ニ田 。池袋

神奈川 O 労災 i 。横浜南 。厚木

'*石 ) 11 O 。金沢

市冨 井 O 労災| 。福井

長 里子 O 労災! 。長野 。松本

す静 岡 O 。静岡 。島田

愛 知 O 労災 1 。名古屋西 。メIj谷

重 O 労災| O 松坂 。津

滋 賀 × | 雇用

大 阪 O 労災| 。天満 。北大阪

兵 庫 O 労災 ! 。神戸東 。加古川

和歌山 O |雇用 。和歌山

，烏 取 O 労災 ! O 米子

島 根 × i雇用

'*岡 山 O 。岡山

山 口 O 労災| 。下関 。山口

香 ) 11 O 労災 | 。高松

愛 主菱 × i 雇用

高 知 O 1 雇用 。高知

福 岡 × i 雇用

佐 賀 O 労災 | 。佐賀

長 崎 × 労災|

貴島 本 O !雇用 。熊本

大 分 O 労災| 。大分

鹿 児島 O [雇用 。鹿児島

言十 25 37 
26 

1監督署名の印は、@方面制署、 0三課制署、ム二課制署である。

2局適用徴収欄の「労災」は労災補償監察官、 「雇用」は雇用保険監察官による実施である。

3大印の労働局については、適用徴収業務監察は監督署のみ実施する。

4 X印の労働局については、局署の労災補償業務監察は実施しない。
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平成22年3月26日

山形労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

了することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務についてはJ5!]途通知)

及び山形署

2 実 施期間 平成22年5月 20 日 ~5月 21 日



茨城労働局長殿
、

基発 0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)、

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

F 年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務を除く)及び

水戸署、土浦署

2 実 施期間 平成22年10月 6 日 ~10月 B 日
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平成22年3月26日

埼玉労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中夫労働保険適用徴収業務監察j に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

「
門
〕

ι一三一日

1 監察実施局署 貴 局及び川口署、春日部署

2 実施期間 平成22年9月 14 日 ~9 月 17 日
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平成22年3月26日

千葉労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察j及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

日
U

圭一円円

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務を除く)及び

千葉署、船橋署

2 実施期間 平成22年7月 21 日 ~7月 23 日



東京労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1 I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務については別途通知)

及び三田署、池袋署

2 実 施期間 平成22年9月 1 日 ~9月 3 日



基発0326第4号

平成22年3月26日

神奈川労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

ノ

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2r平
成22年度中央労働保険適用徴収業務監察1に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴 局及び横浜南署、厚木署

2 実 施期間 平成22年10月 26 日 ~10月 29 日
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平成22年3月26日

石川労働局長殻

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察j及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記lこより監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務を除く)及び

金沢署

2 実 、施期間 平成22年7月 27 日 ~7月 28 日



福井労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察についで

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

言己

1 監察実施局署 貴 局及び福井署

2 実施期間 平成22年10月 6 日 ~10月 8 日



、.

長野労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴 局 及 び 長 野 署 、 松 本 署

2 実 施期間 平成22年10月 19 日 ~10月 22 日

" 



静岡労働局長殿

¥ 

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省路)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1i平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2i平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務を除く)及び

静岡署、島田署

2 実 施期間 平成22年7月 27 日 ~7月 29 日



基発 0326第4号

平成22年3月26日

愛知労働局長1 殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2J平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴 局及び名古屋西署、メIj谷署

2 実 施期間 平成22年9月7日"--9月10日



基発 0326第4号

平成22年3月26日

三重労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平
成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴 局及び松坂署、津署

2 実施期間 平成22年10月 26 日 ~10月 29 日



基発0326第4号

平成22年3月26日

大阪労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴 局及び天満署、北大阪署

2 実 施期間 平成22年10月 19 日 ~10月 22 日



基発0326第4号

平成22年3月26日

兵庫労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記に勺いて、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2r平、

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴 局及び神戸東署、加古川署

2 実施期間 平成22年9月 28 日 ~10月 1 日



和歌 山 労 働 局 長 殿

ーf

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成:22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察]及び別紙2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたのアで通知する。

記

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務については別途通知)

及び和歌山署

2 実 施期間 平成22年5月 27 日 ~5月 28 日



鳥取労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

言己

1 監察実施局署 貴 局 及び米子署

2 実施期間 平成22年9月 15 日 ~9月 17 日



岡山労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保倹適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

王 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務を除く)及び

岡山署

2 実施期間 平成22年5月 27 日 ~5月 28 日



基発0326第4号

平成22年3月26只

山口労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴 局及び下関署、山口署

2 実施期間 平成22年9月 28 日 ~10月 1 日



基発 0326第4号

平成22年3月26日

香川労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及てf平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察j及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

コし】ユ三口

1 監察実施局署 貴 局及び高松署

2 実 施期間 平成22年10月 6 日 ~10月 8 日



基発0326第4号

平成22年3月26日

高知労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察についで

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

コ]
舌
口

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務については別途通知)

及び高知署

2 実 施期間 平成22年5月 2'1日 ~5月 28 日



佐賀労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1 I平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適・用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

言己

1 監察実施局署 貴 局及び佐賀署

2 実 施期間 平成22年9月 8 日 ~9月 10 日



基発0326第4号

平成22年3月26日

長崎労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務藍察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

コU晶一三一ロ

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務のみ)

2 実施期間 平成22年9月7日



基発0326第4号

平成22年3月26日

熊本労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

記

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務については別途通知)

及び熊本署

2 実 施期間 平成22年5月 20 日 ~5月 21 日



基発0326第4号

平成22年3月26日

大分労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

寸
円
い

晶一三一円
H

1 監察実施局署 貴 局及び大分署

2 実施期間 平成22年9月 29 日 ~10月 1 日



基発0326第4号

平成22年3月26日

鹿児島労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記lζついて、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、下記により監察を実施

することとしたので通知する。

コ〕-一言ロ

1 監察実施局署 貴局(局の労働保険適用徴収業務については別途通知)

及び鹿児島署

2 実 施期間 平成22年5月 20 日 ~5月 21 日



群馬労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及びJ5IJ紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、労災補償業務については、実施を予定していな

いところであるが、労働保険適用徴収業務については、別途、実施について t

通知することとなるので、念のため申し添える。



滋賀労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察|に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、労災補償業務については、実施を予定していな

いところであるが入労働保険適用徴収業務については、別途、実施について

通知することとなるので、念のため申し添える。

、



島根労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1i平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2i平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、労災補償業務については、実施を予定していな

いところであるが、労働保険適用徴収業務については、別途、実施について

通知することとなるので、念のため申し添える。



愛媛労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙、2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、労災補償業務については、実施を予定していな

いところであるが、労働保険適用徴収業務については、別途、実施について

i通知することとなるので、念のため申し添える。

J 



福岡労働局長殿

基発 0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長 J

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、労災補償業務については、実施を予定していな

いところであるが、労働保険適用徴収業務については、別途、実施について

通知することとなるので、念のため申レ添える。



北海道労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。

J 



青森労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



岩手労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 11平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 21平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



基発0326第4号

平成22年3月26日

宮城労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。

¥ 



福島労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



栃木労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

C¥ 

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



新潟労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



富山労働局長殻

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



基発0326第4号

平成22年3月26日

山梨労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申 ( 

し添える。

J 



岐阜労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



京都労働局長殿

「

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



奈良労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1I平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2I平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



広島労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察Jに基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



徳島労働局長殿

/ 

f 

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察J及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれでは、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



宮崎労働局長殻

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察について

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察j に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。



沖縄労働局長殿

基発0326第4号

平成22年3月26日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

平成22年度中央労災補償業務監察及び平成22

年度中央労働保険適用徴収業務監察にういて

標記について、別紙 1r平成22年度中央労災補償業務監察」及び別紙 2r平

成22年度中央労働保険適用徴収業務監察」に基づき、監察を実施することと

しているので了知されたい。

なお、貴局におかれては、標記の実施を予定していないので、念のため申

し添える。




